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平成 29 年(1 月～3月)調査における最低賃金違反は 16.2％ 

～ 前年同期より 0.2 ポイント改善 ～ 

 

 埼玉労働局（局長 荒木祥一）は、県内の労働基準監督署が本年 1 月から 3 月に実

施した最低賃金の履行確保を図るための集中的な調査（監督指導）結果を以下のとお

り取りまとめたので発表します。 

 なお、調査は、最低賃金未満が疑われる業種・規模の事業場に対して実施したもの

です。 

 また、最低賃金額以上の賃金を支払っていない事業場に対しては、改定時にさかの

ぼって最低賃金額以上の賃金を支払うよう改善指導を行っています。 

1 最低賃金法違反の状況 

(1) 調査（監督指導）実施事業場数等（別紙表 1参照） 

平成 29 年 1 月から 3 月の間に 468 事業場に対して調査（監督指導）を実施した結

果、最低賃金額未満の労働者がいたのは 76 事業場、違反率は 16.2％と前年度 16.4％

に比べ 0.2 ポイント改善した。 

このうち地域別最低賃金適用事業場における違反率は16.3％と前年度14.1%に比べ

2.2 ポイント悪化し、特定（産業別）最低賃金適用事業場における違反率は 15.4％

と前年度 34.1%に比べ 18.7 ポイント改善した。 

(2) 最低賃金額未満の労働者数（別紙表 1参照） 

最低賃金額未満で雇用されていた労働者数は 263 人で、調査（監督指導）実施事業

場の全労働者数に占める割合は 3.9％と前年度 3.4％に比べ 0.5 ポイント悪化した。 

(3) 最低賃金額未満の労働者のうちのパート・アルバイトの割合（別紙表 2参照） 

最低賃金額未満の労働者のうちパート・アルバイトが 229 人と全体の 87.1％を占め

た。 
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(4) 最低賃金額に対する認識（別紙表 3参照） 

最低賃金額以上の賃金を支払っていなかった 76 事業場のうち 7 事業場が最低賃金

が適用されることを知らなかった。 

(5) 最低賃金額以上を支払っていなかった主な理由（別紙表 4参照：複数回答のため合

計は 101 件）。 

最低賃金額以上を支払っていなかった理由のうち最も多かったのは「適用される最

低賃金額を知らなかった」の 42 事業場で全体の 55.3％、続いて、「売上減・コスト

増により最低賃金額を支払うことができなかった（企業間取引の問題を除く）。」の

11 事業場で全体の 14.5％であった。 

 

2 今後の対応 

埼玉労働局では、今後とも最低賃金の履行確保を図るため、引き続き最低賃金制度及

び最低賃金額について広く周知を図るとともに、事業場に対する調査（監督指導）を実

施することとしている。 

また、最低賃金違反の背景として、事業場における経営面の影響も伺えることから、

企業の経営面や労務面についての支援を行う「最低賃金ワン・ストップ無料相談」窓口

の利用の促進を図ることにしている。 

※「最低賃金ワン・ストップ無料相談」については、参考資料 1のリーフレットを参照。 

※※埼玉県の最低賃金額は、参考資料 2のリーフレット「埼玉県の最低賃金(平成 28 年

度版)」を参照。 

 

 



別紙

調査(監督
指導)実施
事業場数

最低賃金未
満事業場数

違反率(%)
調査(監督指導)実
施事業場労働者数

最低賃金未
満労働者数

最低賃金未
満労働者の
比率（%）

442 72 16.3% 6,383人 247人 3.9%

(341) (48) (14.1%) (4,907人) (130人） (2.6%)

26 4 15.4% 424人 16人 3.8%

(44) (15) (34.1%) (444人) (53人） (11.9%)

468 76 16.2% 6,807人 263人 3.9%

(385) (63) (16.4%) (5,351人) (183人) (3.4%)

※　（　）内は平成28年1月～3月の調査（監督指導)実施結果(以下同様）

【参考】最低賃金主眼調査(監督指導)実施状況の推移

合 計

最低賃金の履行確保を主眼とする調査（監督指導）結果 (平成29年1月～3月)

表１　調査（監督指導）実施事業場数、同労働者数

地域別最低賃
金適用事業場

特定（産業
別）最低賃金
適用事業場

518 514
495
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別紙

比率※

221人 89.5%

(108人） (83.1%)

8人 50.0%

(40人） (75.5%)

229人 87.1%

(148人） (80.9%)

※の数字は、最低賃金未満労働者数に対する割合(％)である。

事業場数 割　合

26 34.2%

43 56.6%

7 9.2%

76

件数 割　合

11 14.5%

0 0.0%

42 55.3%

9 11.8%

4 5.3%

1 1.3%

3 3.9%

4 5.3%

0 0.0%

3 3.9%

8 10.5%

16 21.1%

101 132.9%

理由内容

売上減・コスト増により最低賃金額を支払うことができなかった（下記の理由を除く）。

企業間取引（BtoB取引）の問題により、最賃額を支払うことができなかった。

適用される最低賃金額を知らなかった。

計

外国人には適用されないと思っていた。

最低賃金の減額の特例許可の更新申請を怠っていた。

労働者からの最賃額未満でも働かせてほしいとの申出があり、合意があれば最賃額未満でもよいと思っていた。

その他

最低賃金の改定(金額･発効日）を知っていたが賃金の改定をしていなかった。

賃金を時間額に換算して比較していなかった。

パート・アルバイトには適用されないと思っていた。

労働能力が低い場合は適用されないと思っていた。

高齢者には適用されないと思っていた。

※　複数回答可のため事業場数の合計は最低賃金額以上を支払っていなかった事業場数を超え、割合も100％を超える。

表４　最低賃金額以上を支払っていなかった理由

特定(産業別)
産業別最低賃
金適用事業場

424人 16人

(444人) (53人)

合 計
6,807人 263人

(5,351人) (183人)

表３　最低賃金額以上の賃金を支払っていなかった事業場における最低賃金に対する認識

理　　　　　　　　由

適用される最低賃金額を知っている。

最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用されることは知っている。

最低賃金が適用されるとは知らなかった。

表２　最低賃金未満労働者数のうちのパート・アルバイトの割合

調査(監督指導)実施事業場
労働者数

最低賃金未満労働者数

うちパート・アルバイト

地域別最低賃
金適用事業場

6,383人 247人

(4,907人) (130人)
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参考資料２ 

埼 玉 県 の 最 低 賃 金        （平成２８年度） 

埼 玉 県 最 低 賃 金 
時間額（円） 埼玉県内で働く全ての労働者｛特定（産

業別）最低賃金が適用される人を除

く。｝に適用されます。 

発効日 

８４５ ２８.１０.１ 

 

特 定 （ 産 業 別 ） 最 低 賃 金  時間額（円） 下記の人達には、埼玉県最低賃金が適

用されます。 発効日 

非鉄金属製造業 
（非鉄金属第１次製錬・精製業、非鉄金属素

形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除

く。） 
８８４ １ １８歳未満又は６５歳以上の者 

 
２ 雇入れ後３月未満の者であって、

技能習得中のもの 
 
３ 手作業による包装、袋詰め、箱詰

め又は運搬の業務に主として従事

する者 
 
４ 清掃又は片付けの業務に主として

従事する者 

２８．１２．１ 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械

器具、情報通信機械器具製造業 
（医療用計測器製造業（心電計製造業を除

く。）を除く。） 
８８９ 

輸送用機械器具製造業 
（産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業

及びその他の輸送用機械器具製造業（自転

車・同部分品製造業を除く。）を除く。） 
８９８ 

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製

造業 ８９７ 
各種商品小売業 
（百貨店や総合スーパーなどの衣・食・住に

わたる各種の商品を一括して一事業所で小売

する事業が該当する。） 
８４９ １ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後３月未満の者であって、

技能習得中のもの 
３ 清掃又は片付けの業務に主として

従事する者 
自動車小売業 
（二輪自動車小売業（原動機付自転車を含

む。）を除く。） 
８９７ 

注）１ 最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は１月を超える期間ごとに 
支払われる賃金は算入されません。 

         ２ 著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。 
                                                       埼 玉 労 働 局 
                                                       各 労 働 基 準 監 督 署 


